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１ ．本「 地方公共 団体金 融機 構債券発行概要書 証券情報」 (以下 「 本証券情報概要書」

といいま す。)に お いて 記 載する 第 133 回地方公共 団体金 融機 構債券額面総額 300 億

円 (以下 ｢本債券｣といいま す｡)は 、地方公共 団体金 融機 構法(平成 19 年法律第 64 号。

以下 ｢機 構法｣といいま す｡)第 40 条第１ 項に 基 づ き 、地方公共 団体金 融機 構(以下 ｢機

構｣といいま す。)が 発行する 債券で す｡

２ ．本債券は ､政府保証の 付さ れ て いな い公募債券で す。

３ ．本債券の 発行者で あ る 当機 構の 詳細に つ いて 記 載し 、本証券情報概要書と同時に 投資

家 に 交付さ れ た 別冊「 地方公共 団体金 融機 構債券発行概要書 発行者情報 令和元年

度」 (以下 ｢発行者情報概要書｣といいま す｡)は 、本証券情報概要書と一 体を な し 、当

機 構の 経理の 状況 、そ の 他事業の 内容に 関 する 重要な 事項及 び そ の 他の 公益 又は 投資

者保護の た め 必要か つ 適当な 事項を 令和２ 年６ 月 11 日時点の 情報に 基 づ き 記 載し て

いま す。本債券へ の 投資判断に あ た っ て は 、発行者情報概要書も 併せ て ご 覧く だ さ

い。

４ ．本債券に つ いて は 、金 融商品取引 法(昭和 23 年法律第 25 号)第３ 条に よ り 同法第２ 章

の 規定が 適用さ れ ず 、し た が っ て 、そ の 募集に つ いて 同法第４ 条第１ 項の 規定に よ る

届出は 行わ れ て お ら ず 、本証券情報概要書及 び 発行者情報概要書は 、金 融商品取引 法

に 基 づ く 法定開示書類で は あ り ま せ ん ｡

５ ．発行者情報概要書に は 当機 構の 財務諸表を 記 載し て いま すが ､こ れ は 機 構法及 び 地

方公共 団体金 融機 構の 財務及 び 会計に 関 する 省令(平成 20 年総務省令第 87 号)に 依

拠 し て 作成し た も の で す｡当該財務諸表は ､機 構法第 37 条第１ 項に 基 づ き ､監事の 監

査の ほ か ､会計監査人の 監査を 受けて お り ま すが ､金 融商品取引 法第 193 条の ２ 第

１ 項に 規定さ れ る 監査証明は 受けて いま せ ん ｡
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第１ 募集要項

１．新規発行債券

銘 柄 第 133 回地方公共 団体金 融機 構債券 券 面 総 額 金 30,000,000,000 円

記 名・無記 名の 別 － 発行価 額の 総額 金 30,000,000,000 円

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和２ 年６ 月 17 日

発 行 価 額
額面 100 円 に つ き

金 100 円
申 込 証 拠 金

額面 100 円 に つ き 金 100 円 とし 、

払込期 日に 払込金 に 振替充当す

る 。申込証拠 金 に は 、利息を つ け

な い。

利 率 年０ .１ ５ ５ ％ 払 込 期 日 令和２ 年６ 月 26 日

利 払 日 毎年３ 月 28 日及 び ９ 月 28 日 申 込 取 扱 場 所
別項引 受金 融商品取引 業者の 本店

及 び 国 内各支店

償 還 期 限 令和 12 年６ 月 28 日(金 ) 募 集 の 方 法 一 般募集

振 替 機 関 株式会社証券保管振替機 構
発行代理人及 び

支払代理人
株式会社み ず ほ 銀 行

利息支払の 方法 利息支払の 方法及 び 期 限

（ １ ） 利息は 、払込期 日の 翌日か ら 償還すべ き 日(以下 ｢償還期 日｣という ｡)ま で つ け、令和

２ 年９ 月 28 日を 第１ 回の 利払期 日とし て そ の 日ま で の 分を 支払い、そ の 後、毎年

３ 月 28 日及 び ９ 月 28 日の ２ 回に 、各そ の 日ま で の 前半箇 年分を 支払う 。

（ ２ ） 払込期 日の 翌日か ら 令和２ 年９ 月 28 日ま で の 期 間 に つ き 利息を 計算する とき 及 び 償

還の 場合に 半箇 年に 満た な い利息を 支払う とき は 、半箇 年の 日割を も っ て 計算する 。

（ ３ ） 利息を 支払う べ き 日が 銀 行休 業日に 当た る とき は 、そ の 支払は 前銀 行営業日に 繰り 上

げ る 。

（ ４ ） 償還期 日後は 、利息を つ けな い。た だ し 、償還期 日に 本債券の 償還を 怠っ た 場合に

は 、償還期 日の 翌日か ら 実際に 当該償還が 行わ れ た 日ま で の 日数に つ き 別記 ｢利率｣欄

に 定め る 利率に よ り 計算さ れ る 金 額(以下 ｢経過利息｣という ｡)を 支払う 。経過利息

は 、半箇 年の 日割を も っ て 計算する 。

償 還 の 方 法 １ ．償還金 額

額面 100 円 に つ き 金 100 円

２ ．償還の 方法及 び 期 限

（ １ ） 本債券の 元金 は 、令和 12 年６ 月 28 日に そ の 総額を 償還する 。

（ ２ ） 償還期 日が 銀 行休 業日に 当た る とき は 、そ の 支払は 前銀 行営業日に 繰り 上げ る 。

（ ３ ） 買入消却 は 、いつ で も する こ とが で き る 。

担 保 本債券の 債権 者は 、機 構法の 規定に よ り 、機 構の 財産に つ いて 他の 債権 者に 先だ っ て 自己の 債

権 の 弁済を 受ける 権 利を 有する 。

財
務
上
の
特
約

担保提供 制限 該当事項な し (本債券は 一 般担保付で あ り 、財務上の 特約は 付さ れ て いな い｡)

そ の 他の 条項 該当条項な し
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摘 要 １ ．信用格付業者か ら 提供 さ れ 、若し く は 閲 覧に 供 さ れ た 信用格付

（ １ ） 株式会社格付投資情報セ ンタ ー (以下 「 R&I」 という 。)

本債券に つ いて 、機 構は R&I か ら Ａ Ａ ＋ の 信用格付を 令和２ 年６ 月 17 日付で

取得し て いる 。

R&I の 信用格付は 、発行体が 負う 金 融債務に つ いて の 総合的な 債務履行能力や

個々 の 債務等が 約定通り に 履行さ れ る 確実性(信用力)に 対する R&I の 意見で あ

る 。R&I は 信用格付に よ っ て 、個々 の 債務等の 流動性リス ク 、市場価 値リス

ク 、価 格変動リス ク 等、信用リス ク 以外の リス ク に つ いて 、何 ら 意見を 表明す

る も の で は な い。R&I の 信用格付は 、いか な る 意味に お いて も 、現在・過去 ・

将来の 事実の 表明で は な い。ま た 、R&I は 、明示・黙示を 問わ ず 、提供 する 信

用格付、又は そ の 他の 意見に つ いて の 正確性、適時性、完全性、商品性、及 び

特定目的へ の 適合性そ の 他一 切の 事項に つ いて 、いか な る 保証も し て いな い。

R&I は 、信用格付を 行う に 際し て 用いた 情報に 対し 、品質確保の 措置を 講じ て

いる が 、こ れ ら の 情報の 正確性等に つ いて 独自に 検 証し て いる わ けで は な い。

R&I は 、必要と判断し た 場合に は 、信用格付を 変更する こ とが あ る 。ま た 、資

料・情報の 不足や 、そ の 他の 状況 に よ り 、信用格付を 取り 下 げ る こ とが あ る 。

利息・配当の 繰り 延 べ 、元本の 返済猶予、債務免除等の 条項が あ る 債務等の 格

付は 、そ の 蓋然性が 高ま っ た と R&I が 判断し た 場合、発行体格付又は 保険金 支

払能力との ノ ッ チ 差を 拡大する こ とが あ る 。

本債券の 申込期 間 中に 本債券に 関 し て R&I が 公表する 情報へ の リンク 先は 、

R&I の ホ ー ム ペ ー ジ (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の 「 格付ア ク

シ ョ ン・コ メ ント 」 及 び 同コ ー ナ ー 右 下 の 「 一 覧は こ ち ら 」 を ク リッ ク し て 表示さ れ る

リポ ー ト 検 索画面に 掲載さ れ て いる 。な お 、シ ス テ ム 障害等何 ら か の 事情に よ り

情報を 入手する こ とが 出来な い可 能性が あ る 。そ の 場合の 連絡先は 以下 の 通

り 。

R&I:電話番号 03-6273-7471

（ ２ ） S&P グ ロー バ ル･レー テ ィ ング ･ジ ャ パ ン株式会社(以下 「 S&P」 という 。)

本債券に つ いて 、機 構は S&P か ら Ａ ＋ の 信用格付を 令和２ 年６ 月 17 日付で 取

得し て いる 。

S&P の 信用格付は 、発行体又は 特定の 債務の 将来の 信用力に 関 する S&P の 現時

点に お ける 意見で あ り 、発行体又は 特定の 債務が 債務不履行に 陥 る 確率を 示す

指標で も 、信用力に 対する 保証で も な い。ま た S&P の 信用格付は 、証券の 購

入、売却 若し く は 保有を 推奨する も の 、又は 債務の 市場流動性若し く は 流通市

場に お ける 価 格を 示すも の で は な い。

S&P は 信用格付の 安 定性を 格付分析の 重要な 要素とし て 織り 込ん だ う え で 、信

用格付を 付与し て いる 。し か し な が ら 、信用格付は さ ま ざ ま な 要因 に よ り 変動

する 可 能性が あ り 、そ の 要因 に は 、発行体の 業績や 外部環境の 変化 な ど が 含ま

れ る 。
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摘 要 S&P は 格付分析を 行う 際に 、信頼し う る と判断し た 情報源(発行体を 含む )か ら

提供 さ れ た 情報を 利用し て いる 。S&P は 、当初の 格付分析又は サ ー ベ イ ラ ンス

の プ ロセ ス に お いて 発行体や そ の 他の 第三者か ら 受け取っ た 情報に つ いて 、監

査、デ ュ ー ・デ リジ ェンス 、又は 独自の 検 証を 行っ て お ら ず 、ま た そ の 完全性

や 正確性を 立証する 義 務を 負っ て いな い。S&P に 提供 さ れ た 情報に 、不正確な

情報若し く は 情報の 欠落、又は そ の 両方が 含ま れ る 可 能性が あ り 、実際に 含ま

れ る 場合に は そ れ ら が 格付分析に 影 響 を 与え る お そ れ が あ る 。

S&P で は 、本信用格付の 分析に 関 し 、格付意見に 達する の に 必要な 水準を 満た

す品質の 情報が 十分に 備わ っ て いる と考え て いる 。し か し な が ら 、S&P に よ る

発行体格付又は 個別債務格付の 付与を も っ て 、S&P が 格付付与に 際し て 利用し

た 情報、又は 当該信用格付若し く は 関 連情報の 利用に よ り 得た 結果 に つ いて 、

そ の 正確性、完全性又は 適時性が 保証さ れ る と見な すべ き で は な い。

本債券の 申込期 間 中に 本債券に 関 し て S&P が 公表する 情報へ の リンク 先は 、

S&P の ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.standardandpoors.co.jp)の 「 ラ イ ブ ラ リ・規

制関 連」 の 「 信用格付けの 概要(S&P グ ロー バ ル･レー テ ィ ング ･ジ ャ パ ン株式会

社)」 (http://www.standardandpoors.co.jp/pcr)に 掲載さ れ て いる 。な お 、シ

ス テ ム 障害等何 ら か の 事情に よ り 情報を 入手する こ とが 出来な い可 能性が あ

る 。そ の 場合の 連絡先は 以下 の 通り 。

S&P:電話番号 03-4550-8000

（ ３ ） ム ー デ ィ ー ズ・ジ ャ パ ン株式会社(以下 「 ム ー デ ィ ー ズ」 という 。)

本債券に つ いて 、機 構は ム ー デ ィ ー ズか ら Ａ １ の 信用格付を 令和２ 年６ 月

17 日付で 取得し て いる 。

ム ー デ ィ ー ズの 信用格付は 、事業体、与信契約、債務又は 債務類似証券の 将来

の 相対的信用リス ク に つ いて の ム ー デ ィ ー ズの 現時点の 意見で あ る 。ム ー

デ ィ ー ズは 、信用リス ク を 、事業体が 契約上・財務上の 義 務を 期 日に 履行で き

な いリス ク 及 び デ フ ォ ルト 事由が 発生し た 場合に 見込ま れ る あ ら ゆ る 種類の 財

産上の 損失と定義 し て いる 。ム ー デ ィ ー ズの 信用格付は 、流動性リス ク 、市場

価 値リス ク 、価 格変動性リス ク 及 び そ の 他の リス ク に つ いて 言及 する も の で は

な い。ム ー デ ィ ー ズの 信用格付は 、投資又は 財務に 関 する 助言を 構成する も の

で は な く 、特定の 証券の 購入、売却 、又は 保有を 推奨する も の で は な い。ム ー

デ ィ ー ズは 、いか な る 形式又は 方法に よ っ て も 、こ れ ら の 格付若し く は そ の 他

の 意見又は 情報の 正確性、適時性、完全性、商品性及 び 特定の 目的へ の 適合性

に つ いて 、(明示的、黙示的を 問わ ず )いか な る 保証も 行っ て いな い。発行体又

は 債務の 信用リス ク は 、発行体か ら 入手し た 情報、又は 公開情報に 基 づ き 評価

さ れ る 。ム ー デ ィ ー ズは 、信用格付を 付与する 際に 用いる 情報が 十分な 品質を

有し 、ま た そ の 情報源が ム ー デ ィ ー ズに とっ て 信頼で き る と考え ら れ る も の で

あ る こ とを 確保する た め 、全て の 必要な 措置を 講じ て いる 。し か し 、ム ー

デ ィ ー ズは 監査を 行う も の で は な く 、格付の 過程で 受領し た 情報に つ いて 常に

独自に 確認する こ とは で き な い。ム ー デ ィ ー ズは 、必要と判断し た 場合に 信用

格付を 変更する こ とが あ る 。ま た 、資料、情報の 不足や 、そ の 他の 状況 に よ

り 、信用格付を 取り 下 げ る こ とが あ る 。
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摘 要 本債券の 申込期 間 中に 本債券に 関 し て ム ー デ ィ ー ズが 公表する 情報へ の リンク 先は 、

ム ー デ ィ ー ズの ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.moodys.co.jp/)の 「 当社格付に 関 する 情

報」 の 「 レポ ー ト 」 コ ー ナ ー の 「 プ レス リリー ス － ム ー デ ィ ー ズ・ジ ャ パ ン」 を

ク リッ ク し て 表示さ れ る 「 格付情報：ム ー デ ィ ー ズ・ジ ャ パ ン株式会社」 に 掲載さ れ

て いる 。な お 、シ ス テ ム 障害等何 ら か の 事情に よ り 情報を 入手する こ とが 出来な い可

能性が あ る 。そ の 場合の 連絡先は 以下 の 通り 。

ム ー デ ィ ー ズ:電話番号 03-5408-4100

２ ．社債、株式等の 振替に 関 する 法律の 適用

本債券は 、社債、株式等の 振替に 関 する 法律(平成 13 年法律第 75 号)の 規定の 適

用を 受ける も の とする 。

３ ．募集の 受託会社

（ １ ） 機 構法第 40 条第４ 項に 基 づ く 本債券の 募集の 受託会社(以下 ｢受託会社｣とい

う ｡)は 、株式会社み ず ほ 銀 行とする 。

（ ２ ） 受託会社は 、本債券の 債権 者の た め に 弁済を 受け、又は 本債券に 基 づ く 債権

の 実現を 保全する た め に 必要な 一 切の 裁判上又は 裁判外の 行為 を する 権 限を

有する 。

（ ３ ） 受託会社は 、本債券の 発行要項各項の ほ か 、法令及 び 機 構と受託会社との 間

の 令和２ 年６ 月 17 日付第 133 回地方公共 団体金 融機 構債券募集委 託契約証書

(以下 ｢委 託契約｣という ｡)に 定め る 義 務及 び 権 限を 有する 。

４ ．期 限の 利益 の 喪失事由

本債券の 期 限の 利益 の 喪失事由は 、次の 各号に 掲げ る も の とする 。

（ １ ） 機 構が 別記 ｢利息支払の 方法｣欄又は 別記 ｢償還の 方法｣欄第２ 項の 規定に 違 背

し 、５ 営業日以内に 履行又は 治癒さ れ な いとき 。

（ ２ ） 機 構が 発行する 本債券以外の 債券、機 構法附則第９ 条第１ 項の 規定に よ り 機

構が 公営企 業金 融公庫よ り 承継し た 債務に 係わ る 債券若し く は そ の 他の 借入

金 債務に つ いて 期 限の 利益 を 喪失し 、又は 期 限が 到来し て も ５ 営業日以内に

そ の 弁済を する こ とが で き な いとき 、又は 機 構以外の 債券若し く は そ の 他の

借入金 債務に 対し て 機 構が 行っ た 保証の 債務に つ いて 履行義 務が 発生し た に

も か か わ ら ず 、５ 営業日以内に そ の 履行を する こ とが で き な いとき 。た だ

し 、当該債務の 合計額(邦貨換算後)が 50 億 円 を 超え な い場合は 、こ の 限り で

は な い。
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摘 要 （ ３ ） 法令に よ り 、本債券の 償還期 日前に 機 構が 解散する こ とが 決定さ れ 、か つ 、

本債券の 債務が 継承さ れ な いこ とが 明ら か とな っ た とき 。

（ ４ ） 機 構に 倒産処理手続き に 係わ る 法律が 適用さ れ 、当該法律に 基 づ き 、機 構に

対し て 倒産処理手続き 又は そ れ に 類し た 手続き が 開始さ れ た とき 。

５ ．公告 の 方法

機 構又は 受託会社は 、本債券に 関 し 、本債券の 債権 者に 通知すべ き 事項が あ る 場

合は 、法令又は 委 託契約に 別段の 定め が あ る とき を 除き 、官報並び に 東京 都及 び

大阪市で 発行さ れ る 各１ 種以上の 新聞紙に こ れ を 掲載する こ とに よ り 、こ れ を 公

告 する 。た だ し 、受託会社が 、本債券の 債権 者の た め に 必要で な いと認め た 場合

は 、官報又は 新聞紙へ の 掲載を 省略する こ とが で き る 。

６ ．債券原簿の 公示

機 構は 、そ の 本店に 本債券の 債券原簿を 備え 置き 、そ の 営業時間 中、一 般の 閲 覧

に 供 する 。

７ ．本債券の 発行要項及 び 委 託契約の 公示

本債券の 発行要項及 び 委 託契約の 謄本は 機 構及 び 受託会社の 各本店で 、そ の 営業

時間 中、一 般の 閲 覧に 供 する 。

８ ．本債券の 発行要項の 変更

（ １ ） 機 構は 、本債券の 債権 者に 不利益 を 与え な い事項に つ いて は 、受託会社と協

議 の う え 、本債券の 発行要項を 変更する こ とが で き る 。

（ ２ ） 前号に 基 づ き 本債券の 発行要項が 変更さ れ た とき は 、機 構は そ の 内容を 公告

する ｡た だ し ､機 構と受託会社が 協 議 の う え 不要と認め た 場合は 、こ の 限り で

は な い｡

９ ．本債券の 債権 者集会

（ １ ） 本債券の 債権 者集会(以下 「 債権 者集会」 という 。)は 、本債券の 全部に つ い

て する そ の 支払の 猶予そ の 他本債券の 債権 者の 利害に 関 する 事項に つ いて 決

議 を する こ とが で き る 。

（ ２ ） 債権 者集会は 、東京 都に お いて 行う 。

（ ３ ） 債権 者集会は 、機 構又は 受託会社が こ れ を 招集する も の とし 、債権 者集会の

日の ３ 週間 前ま で に 、債権 者集会を 招集する 旨及 び 債権 者集会の 目的で あ る

事項そ の 他必要な 事項を 公告 する 。

（ ４ ） 本債券総額(償還済み の 額を 除く 。ま た 、機 構が 有する 本債券の 金 額は こ れ に

算入し な い。)の 10 分の １ 以上に 当た る 本債券を 有する 債権 者は 、債権 者集

会の 目的で あ る 事項及 び 招集の 理由を 記 載し た 書面を 受託会社に 提出し て 、

債権 者集会の 招集を 請求 する こ とが で き る 。

（ ５ ） 本債券の 債権 者は 、債権 者集会に お いて 、そ の 有する 本債券の 金 額(償還済み

の 額を 除く 。)に 応 じ て 、議 決権 を 有する 。
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摘 要 （ ６ ） 前号の 規定に か か わ ら ず 、機 構は 、そ の 有する 本債券に つ いて は 、議 決権 を

有し な い。

（ ７ ） 債権 者集会に お いて 決議 を する 事項を 可 決する に は 、議 決権 者(議 決権 を 行使

する こ とが で き る 本債券の 債権 者を いう 。以下 同じ 。)の 議 決権 の 総額の ５ 分

の １ 以上で 、か つ 、出席し た 議 決権 者の 議 決権 の 総額の ３ 分の ２ 以上の 議 決

権 を 有する 者の 同意が な けれ ば な ら な い。

（ ８ ） 前号の 場合に お いて は 、以下 の いず れ か に 該当する 決議 を する こ とは で き な

いも の とし 、こ れ ら に 該当する 決議 が な さ れ た 場合、か か る 決議 は 効力を 有

し な い。

①債権 者集会の 招集の 手続き 又は そ の 決議 の 方法が 法令又は 本債券の 発行要

項の 定め に 違 反する とき

②決議 が 不正の 方法に よ っ て 成立する に 至っ た とき

③決議 が 著し く 不公正で あ る とき

④決議 が 本債券の 債権 者の 一 般の 利益 に 反する とき

（ ９ ） 本債券の 債権 者は 、代理人に よ っ て そ の 議 決権 を 行使する こ とが で き る 。本

人又は そ の 代理人が 当該集会に 出席し な い本債券の 債権 者は 、受託会社が 定

め る とこ ろ に し た が い、書面に よ っ て 議 決権 を 行使する こ とが で き る 。書面

に よ っ て 行使し た 議 決権 の 額は 、出席し た 議 決権 者の 議 決権 の 額に 算入す

る 。機 構は 、そ の 代表者若し く は 代理人を 当該集会に 出席さ せ 、又は 書面に

よ っ て 意見を 述べ る こ とが で き る 。

（ 10） 債権 者集会の 決議 は 、本債券を 有する 全て の 債権 者に 対し て そ の 効力を 有す

る も の とし 、そ の 執行は 受託会社が あ た る も の とする 。

（ 11） 本項に 定め る ほ か 、債権 者集会に 関 する 手続き は 機 構と受託会社とが 協 議 し

て 定め 、本｢摘要｣欄第５ 項に 定め る 方法に よ り 公告 する 。

（ 12） 本項の 手続き に 要する 合理的な 費用は 機 構の 負担とする 。
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２．債券の引受け及び債券発行事務の委託

債

券

の

引

受

け

引 受人の 氏名又は 名称 住 所 引 受金 額 引 受け の 条件

み ず ほ 証券株式会社

大和証券株式会社

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日興 証券株式会社

野村證券株式会社

三菱Ｕ Ｆ Ｊ モ ルガ ン・ス タ ンレー 証券株式会社

岡 三証券株式会社

ゴ ー ルド マ ン・サ ッ ク ス 証券株式会社

し ん き ん 証券株式会社

東海東京 証券株式会社

バ ー ク レイ ズ証券株式会社

Ｂ Ｎ Ｐ パ リバ 証券株式会社

メ リルリンチ 日本証券株式会社

東京 都千代田区 大手町一 丁目５ 番１ 号

東京 都千代田区 丸 の 内一 丁目９ 番１ 号

東京 都千代田区 丸 の 内三丁目３ 番１ 号

東京 都中央 区 日本橋 一 丁目９ 番１ 号

東京 都千代田区 丸 の 内二丁目５ 番２ 号

東京 都中央 区 日本橋 一 丁目 17 番６ 号

東京 都港区 六本木六丁目 10 番１ 号

東京 都中央 区 京 橋 三丁目８ 番１ 号

愛 知県名古屋 市中村区 名駅 四丁目７ 番１ 号

東京 都港区 六本木六丁目 10 番１ 号

東京 都千代田区 丸 の 内一 丁目９ 番１ 号

東京 都中央 区 日本橋 一 丁目４ 番１ 号

百万円

13,700

9,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

500

500

500

１ .引 受人は 本債

券の 全額に つ き 共

同し て 引 受並び に

募集 の 取 扱 を 行

い、応 募額が そ の

全額に 達し な い場

合は そ の 残額を 引

受ける 。

２ .引 受手数料は

総額 8,500 万 円

(そ の う ち 幹事手

数料に つ いて は 金

1,000 万円 、引 受

責任料に つ いて は

額面 100 円 に つ き

金 ５ 銭、販売手数

料に つ いて は 額面

100 円 に つ き 金

20 銭)とする 。

計 ― 30,000

債
券
発
行
事
務
の
委
託

受託会社の 名称 住 所

株式会社み ず ほ 銀 行 東京 都千代田区 大手町一 丁目５ 番５ 号

３．新規発行による手取金の使途

（ １ ） 新規発行に よ る 手取金 の 額

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額

30,000 百万円 99 百万円 29,901 百万円

（ ２ ） 手取金 の 使途

上記 の 差引 手取概算額 29,901 百万円 に つ いて は 、機 構法第 28 条に 定め る 業務を 行う た め に 必要な 資

金 及 び 機 構法第 38 条に 定め る 債券等の 借換え 資金 等に 充当さ れ る 予定で あ り 、個別の 充当時期 及 び 金

額に つ いて は 現時点で は 確定し て お り ま せ ん 。
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第２ 発行者情報概要書の補完情報

１．発行者情報概要書の補完情報

発行者情報概要書に 記 載さ れ た 内容に つ いて 、発行者情報概要書の 作成日以降現在(令和２ 年６ 月

17 日)ま で の 間 に お いて 生じ た 公表すべ き 事項は あ り ま せ ん 。




